
 
 
 
 
 
 
 
※ＤＣとは Defined Contribution の略＝確定拠出年金のことです。       平成１６年１１月 ２日 
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※平成１７年１０月１日以前に連合会に移換した
者については、必要な情報が連合会に引き継がれて
いないことがあるが、その場合は、引継前確定給付
企業年金の加入者期間又は引継前厚生年金基金の
加入員期間として本人が申し出た期間の全部又は
一部を、移換先厚生年金基金の加算加入員期間に合
緊急集中連載として発信している平成１６年緊急集中連載として発信している平成１６年緊急集中連載として発信している平成１６年緊急集中連載として発信している平成１６年
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ント「平成１６年年金改正法による企業年金ント「平成１６年年金改正法による企業年金ント「平成１６年年金改正法による企業年金ント「平成１６年年金改正法による企業年金
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度への加入に関する最終決定はお客様ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。本資料は、岡三証券が信頼でき
と判断した情報源からの情報に基づいて作成したものですが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
た、本資料に記された意見や予測等は、資料作成時点での岡三証券の判断であり、今後予告なしに変更されることがあり
す。 
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通算措置）その３通算措置）その３通算措置）その３通算措置）その３    

．連合会から厚生年金基金への移行 
連合会が厚生年金基金から資産を引き継いでい
場合、連合会から厚生年金基金への移換は、基本
分の権利義務移転に併せて、厚生年金基金の加算
分に係る積立金の移換を行う【法律】。 
１）加入者期間・加入員期間の取扱い【政令、省
、通知】 
厚生年金基金から引き継いだ者について移換す
場合 
基本部分の移転（権利義務移転）について 
継前厚生年金基金の加入員期間を、移換先厚生年
基金の加入員期間とみなすこととする。  
加算部分（積立金）の移換について 
合会が脱退一時金相当額を引き継いでいる場合  
継前厚生年金基金の加算加入員期間の全部又は
部について、移換先厚生年金基金は加算加入員期
に合算することとする。 
合会が残余財産を引き継いでいる場合  
継前厚生年金基金の加入員期間の全部又は一部
ついて、移換先厚生年金基金は加算加入員期間に
算することとする。 
確定給付企業年金から引き継いだ者について移
する場合 
連合会が脱退一時金相当額を引き継いでいる場 
  
継前確定給付企業年金の脱退一時金相当額の算 
基礎期間の全部又は一部について、厚生年金基金 
加算加入員期間に合算することとする。 
連合会が残余財産を引き継いでいる場合  
継前確定給付企業年金の加入者期間の全部又は
部について、厚生年金基金は加算加入員期間に合
することとする。 
②で一部の期間について合算する場合において 
、厚生年金基金は合理的な範囲で行うものとする。 

算することとする。 
（２）移換申出期限【政令、通知】 
本人は、厚生年金基金の加入員の資格を取得した時 
から３月以内に申し出ることとする。 
※これに合わせ、元基金へ再加入する場合の交付請
求期限を規定している「厚生年金基金事務取扱い準
則（昭和４２年３月２８日年企発第２０号）」第６
の３（２）を改正。（現在は、元基金の資格を取得
した日の属する月の翌月の１５日まで。） 
（３）引継事項【省令】 
氏名・性別・生年月日・住所 
移換する年金給付等積立金の額 
引継前確定給付企業年金の脱退一時金相当額の算
定基礎期間又は引継前厚生年金基金の加算加入員
期間（中途脱退時） 
引継前確定給付企業年金の加入者期間又は引継前
厚生年金基金の加入員期間（制度終了時） 
基礎年金番号 
（４）移換額【法律、政令】 
厚生年金基金から引き継いでいる積立金について
は、以下のとおり計算する（政令）。 
中途脱退者分については、基本部分に充てるべき積
立金は、厚生年金基金から連合会へ移換する現価相
当額と同様に計算する。 
解散基金加入員分（３－２で厚生年金基金から確定
給付企業年金に権利義務承継をした際に解散基金
加入員とみなされた者を含む。）については、代行
部分に充てるべき積立金は、厚生年金基金の解散時
に連合会に移換する最低責任準備金を過去期間代
行給付現価で按分して計算する。 
確定給付企業年金から引き継いでいる積立金及び
厚生年金基金から引き継いでいる加算部分に係る
積立金の額は、連合会の規約で定める（法律）。 
（５）移換しようとする先の厚生年金基金が将来返
上の認可を受けている場合【通知】 
移換しようとする先の厚生年金基金が将来返上の 
認可を受けている場合は代行部分の権利義務移転 
ができないため、連合会が厚生年金基金から引き継 



 
 
 
 
 
 
 
※ＤＣとは Defined Contribution の略＝確定拠出年金のことです。       平成１６年１１月 ２日 

 
制度への加入に関する最終決定はお客様ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。本資料は、岡三証券が信頼でき
ると判断した情報源からの情報に基づいて作成したものですが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
また、本資料に記された意見や予測等は、資料作成時点での岡三証券の判断であり、今後予告なしに変更されることがあり
ます。 

いだ積立金の移換は認めないこととする。 
（６）連合会へ申し出る者【通知】 
連合会から積立金を移換する際は、あらかじめ移換 
先厚生年金基金が連合会に登録をしている場合に 
あっては、本人の申出を受けた移換先厚生年金基金 
から連合会に申し出ることができることとする。こ 
の場合、厚生年金基金は、本人が積立金の移換を申 
し出てから速やかに連合会に申し出るものとする。 
（７）関係告示の整備【告示】 
元基金へ再加入する場合について規定されている 
現価相当額の計算方法等の告示について、所要の整 
備を行う。 
 
１０．連合会から確定拠出年金への移行 

（１）加入者期間の取扱い【法律、政令、省令】 
①連合会が脱退一時金相当額を引き継いでいる場合    
引継前確定給付企業年金の脱退一時金相当額の算
定基礎期間又は引継前厚生年金基金の加算加入員
期間の全部を、確定拠出年金の通算加入者等期間に
合算することとする。 
② 連合会が残余財産を引き継いでいる場合  
引継前確定給付企業年金の加入者期間又は引継前
厚生年金基金の加入員期間の全部を、確定拠出年金
の通算加入者等期間に合算することとする。 
※平成１７年１０月１日以前に連合会に移換した
者については、必要な情報が連合会に引き継がれて
いないことがあるが、その場合は、引継前確定給付
企業年金の加入者期間又は引継前厚生年金基金の
加入員期間として本人が申し出た期間の全部又は
一部を、確定拠出年金の通算加入者等期間に合算す
ることとする。 
（２）移換申出期限【政令】 
本人は、確定拠出年金の加入者の資格を取得した 
時から３月以内に申し出ることとする。 
（３）引継事項【省令】 
氏名・性別・生年月日・住所 
移換する年金給付等積立金の額 
引継前確定給付企業年金の脱退一時金の算定基礎
期間又は引継前厚生年金基金の加算加入員期間（中
途脱退時） 
引継前確定給付企業年金の加入者期間又は引継前
厚生年金基金の加入員期間（制度終了時） 
 
基礎年金番号 

（４）移換額【法律、政令】 
企業年金連合会から確定拠出年金へ移換する積立 
金の額は、連合会の規約で定める。 
（５）連合会へ申し出る者【通知】 
連合会から積立金を移換する際は、あらかじめ確定 
拠出年金の事業主又は国民年金基金連合会（以下 
「事業主等」という。）が連合会に登録をしている 
場合にあっては、本人の申出を受けた事業主等から 
連合会に申し出ることができることとする。この場 
合、事業主等は、本人が積立金の移換を申し出てか 
ら速やかに連合会に申し出るものとする。 
 
１１．厚生年金基金から連合会への移行 

（１）移換申出期限【政令】 
基金は、厚生年金基金の加入員の資格を喪失した時
から１年以内に申し出ることとする。 
（２）引継事項【省令】 
基金から連合会へ脱退一時金相当額を移換する際 
に、加算加入員期間も引き継ぐこととする。 
 
１２．共通事項 

（１）規約の定め方【通知】 
脱退一時金相当額の受け入れ先を具体的に規定し 
ない包括的な規定も認めることとする。 
（２）脱退一時金の設定方法【通知】 
グループ内異動に伴う脱退一時金額と、その他の転 
職の場合の脱退一時金額に差を付けることについ 
ては、認めることとする。ただし、特定の者につい 
て不当に差別的であってはならないという法律の 
規定に違反してはならない。 
（３）本人への説明【政令・省令】 
資産の移換元の制度は本人が加入者（加入員）の資
格を喪失した際に、移換先の制度は本人が加入者
（加入員）の資格を取得した際に、資産移換の可否、
申出期間、制度の内容・税制等について、本人に十
分に説明しなくてはならないこととする。 
 
３回にわたってパブリックコメントの情報をお届
けしました。意見の募集は５日で締め切られ、今後、
正式に政省令として出される予定です。 

以 上 


